
電子処方箋管理サービスの利用にはオンライン資格確認が必要です。

医療扶助オンライン資格確認を未導入の医療機関等は、導入のご検討をお願いします。

電子処方箋管理サービスの薬剤情報・お薬手帳の確認

生 活 保 護 法 指 定 医 療 機 関 ・ 薬 局 の み な さ ま へ

令和８年４月から、生活保護受給者は原則受診時にお薬手帳を持参することになります

服薬状況・薬剤服用歴について、普段の問診に加え、以下を確認してください

・電子処方箋管理サービスの薬剤情報

又は

・お薬手帳（※電子版お薬手帳を含む）

生活保護受給者の服薬状況の

確認をお願いします

患者がお薬手帳等を持参しない場合

生活保護受給者が来院・来局された際には、電子処方箋管理サービスの薬剤

情報、又は、お薬手帳により、服薬状況等をご確認の上、処方・調剤をお願い

します。

※ 生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程によりルール化されました。（令和８年４月～）

※ 電子処方箋システムを導入済の医療機関・薬局においては、受給者番号・公費負担者番号により処方

情報・調剤情報の登録と重複投薬等チェックを行うようお願いします。

必要な処方・調剤を実施しつつ、次回の受診時にはお薬手帳を必ず持参する

よう、説明をお願いします。

福祉事務所でもお薬手帳を持参するよう指導していますが、医療専門職であ

る医師・薬剤師の皆さまからの説明が効果的です。ご協力をお願いします。

※ 説明してもお薬手帳を持参しない場合、福祉事務所にご連絡をお願いします。

（医療要否意見書の「福祉事務所への連絡事項」欄への記載、架電など）
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